
相続手続に係る依頼書 
 

貯金加入者が死亡したときは、「解約請求書」とあわせてご提出ください。 

 

 

 

※死亡した組合員に離婚歴がある場合は、前妻（前夫）の子も相続人になる可能性があ

りますので、ご注意ください。 

貯－５ 

死亡した組合員について

記入してください。 
死亡日を記入してください。 

相続人代表者について

記入し、「実印」を押印

してください。 
例：相続人は配偶

者と子（第一順位） 

 

 

・相続人代表者 

配偶者：共済花子 

 

 

 

 

・相続人 

子Ａ：共済一郎 

（成年） 

 

子Ｂ：共済幸子 

（未成年） 

 

相続人代表者以外の相

続人について記入し、

「実印」を押印してくだ

さい。 

【相続人の優先順位（法定相続人）】 

配偶者は常に相続人になります。 

第一順位：子 

第二順位：父母（直系尊属） 

第三順位：兄弟姉妹 

※自分より先順位者がいる場合は相続人に該当しません。 

【添付書類】…必ず必要となります。 

① 組合員の出生から死亡までが確認できる連続した戸籍謄本（原戸籍）等 

② 相続人全員が確認できる戸籍謄本（全部事項証明）等 

ただし、①で確認できる場合は不要。 

③ 相続人全員の印鑑登録証明書（発行日から６ヵ月以内のもの） 

ただし、相続人が未成年者の場合は、親権者又は未成年後見人等の法定代理人の 

印鑑登録証明書を添付してください。 


